
外部部公益通報対応フロー  

 

※１  不受理となる通報  

①通報主体以外の者からの通報  

 ②不正の目的であることが明らかな通報  

 ③通報対象事実でない又は通報内容が虚偽であることが明らかな通報  

 ④その他受理することが不適当と認められる通報  

 

※２  調査を行わない場合  

 ①過去に調査を実施したものであるとき  

 ②事実関係が明らかである等の理由により、調査の必要がないとき  

 

外部通報者等  通報対象事実の発見  

相談  
通報  

 

 
所管課  

通報の受付  

総括者  

受理  

調査※２  

措置  

（所管外の場合）  
適切な所管課又は
行政機関を教示  

 
受理又は不受理の

通知※ 1 

外部公益通報受付
票の提出  

外部公益通報処理
票の提出  

（守秘義務等に支障
のない範囲で）  

措置の内容を通知  


